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『京都市地域防災計画 原子力災害対策編』の主な改正箇所（新旧対照表） 

（２）情報収集事態及び緊急事態に応じた本市の警戒体制の修正 

 改正前（現行 平成２５年３月１８日策定） 改正後（改正案） 
 第２章 原子力災害事前対策 

 

第６節 緊急事態応急体制の整備 

6.1 警戒態勢をとるために必要な体制等の整備 

 

6.1.1 警戒態勢をとるための必要な体制の整備 

京都市《行財政局（防災危機管理室），各局・区役所》は，大飯発電所等か

ら以下に掲げる大飯発電所に係る連絡を受けた場合，速やかに職員の非常

参集，情報の収集・連絡が行えるよう，事故対策のための警戒態勢をとる

ためのマニュアル等の作成など必要な体制を整備する。 

（１）警戒事象※１又は重大なトラブル※２に関する情報連絡 

（２）原子力第一防災体制※３の発令の連絡 

（３）特定事象※４発生又は原子力緊急事態宣言※５発出の連絡 

 

 

表 2.6.1 京都市の警戒態勢 

災害の状況 
警戒態勢 

設置する本部 本部長 

※１ 

警戒事象 

原子力施設等立地道府県に

おいて，震度６弱以上の地震

が発生した場合等，原子力施

設等の立地地域及びその周

辺において大規模自然災害

又は重要な故障が発生した

場合等，特定事象に至る可能

性がある事故・故障又はこれ

原子力災害

情報連絡本

部 

防 災 危 機

管理室長 

第２章 原子力災害事前対策 
 

第６節 緊急事態応急体制の整備 

6.1 警戒態勢をとるために必要な体制等の整備 

 

6.1.1 警戒態勢をとるための必要な体制の整備 

京都市《行財政局（防災危機管理室），各局・区役所》は，大飯発電所等

から以下に掲げる大飯発電所に係る連絡を受けた場合，速やかに職員の非

常参集，情報の収集・連絡が行えるよう，事故対策のための警戒態勢をと

るためのマニュアル等の作成など必要な体制を整備する。 

（１）情報収集事態※１に関する情報連絡 

（２）警戒事態※２発生に関する情報連絡 

（３）施設敷地緊急事態※３発生に関する情報連絡 

（４）全面緊急事態※４の発生及び原子力緊急事態宣言※４発出の連絡 

 

表 2.6.1 京都市の警戒態勢 

災害の状況 

警戒態勢 

設置す

る本部 
本部長 

※１ 

情報収集

事態 

・原子力施設等立地市町村（おおい

町）で震度５弱又は震度５強の地震

が発生した場合（原子力施設等立地

道府県において震度が６弱以上で

あった場合を除く。） 

原子力

災害情

報連絡

本部 

防災危

機管理

室長 

資料４－２ 
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に準ずる事故・故障 

※２  

重大なト

ラブル 

京都府又は関西電力（株）が，

大飯発電所で発生したトラ

ブルで特定事象に至るおそ

れがあると認めた事象 

※３ 

原子力第

一防災体

制 

関西電力（株）が，原災法第

11 条第１項等に基づき設置

している放射線測定設備に

おいて，１マイクロシーベル

ト／時以上の放射線が検出

されるか，そのおそれがある

場合に大飯発電所でとる原

子力防災体制 

原子力災害 

警戒本部 

危 機 管 理

監 

※４ 

特定事象 

原災法第 10 条に基づき関西

電力（株）が国，関係公共機

関への通報を義務付けられ

ている異常事象 災害対策本

部 
市長 

※５ 

原子力緊

急事態宣

言 

原災法第 15 条に定める原子

力緊急事態に至った場合に，

内閣総理大臣が発出 

 
 

 
 
 
 
 
 

※２ 

警戒事態 

・原子力施設等立地道府県（福井県）

において，震度６弱以上の地震が発

生した場合及び大津波警報が発令

された場合 

・原子力災害対策指針及び大飯発電

所原子力防災業務計画で定める原

子力施設で重要な故障等が発生し

た場合 

（原子力災害対策指針の「警戒事態を判断

するＥＡＬの枠組み」に基づき，関西電力

㈱が大飯発電所防災業務計画で設定する

警戒事態のＥＡＬの事象が発生した場合

をいう。） 

原子力

災害警

戒本部 

危機管

理監 

※３ 

施設敷地

緊急事態 

・原子力災害対策指針の「施設敷地

緊急事態を判断するＥＡＬの枠組

み」に基づき，関西電力㈱が大飯発

電所防災業務計画で設定する施設

敷地緊急事態のＥＡＬの事象が発

生した場合 

（原災法第１０条に基づき，関西電力㈱が

国，関係公共機関へ通報を行うべき事象が

発生した場合をいう。） 

災害対

策本部 
市長 

※４ 

全面緊急

事態・原子

力緊急事

態宣言 

・原子力災害対策指針の「全面緊急

事態を判断するＥＡＬの枠組み」に

基づき，関西電力㈱が大飯発電所防

災業務計画で設定する全面緊急事

態のＥＡＬの事象が発生した場合 

（原災法第１５条の規定により，内閣総理

大臣が原子力緊急事態宣言を発出する事
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第３章 緊急事態応急対策 
 

第 1節 情報の収集・連絡，緊急連絡体制及び通信の確保 

 
1.1 特定事象等発生情報等を確認し，関係する防災関係機関等に連絡する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 警戒事象発生の連絡を確認し，関係する指定地方公共機関に連絡す

る 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，京都府から連絡を受けた事項に

ついて，関係する指定地方公共機関に連絡する。 

 

※ 指定地方公共機関への連絡については，京都府と重複しないよう調整す

る。 

 
1.1.2 重大なトラブルに関する情報を確認する 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，関西電力（株）又は京都府から

連絡を受けた事項を確認する。 

 

象をいう。） 

 
 
第３章 緊急事態応急対策 
 

第 1節 情報の収集・連絡，緊急連絡体制及び通信の確保 

 

1.1 施設敷地緊急事態発生等の情報等を確認し，関係する防災関係機関

等に連絡する 

 

1.1.1 情報収集事態発生を認知した場合，発生情報等を確認し，関係する

指定地方公共機関に連絡する。 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，国からの連絡等により情報

収集事態の発生を認知した場合には，必要な体制をとり，発生情報等を確

認し，関係する指定地方公共機関に連絡する。 

※ 指定地方公共機関への連絡については，京都府と重複しないよう調整

する。 

 

1.1.2 警戒事態発生の情報を受けた場合，発生情報等を確認し，関係す

る指定地方公共機関に連絡する。 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，国，京都府もしくは関西電

力（株）から警戒事態発生の連絡を受けた場合，必要な体制をとり，発生

情報等を確認し，関係する指定地方公共機関に連絡する。 

※ 指定地方公共機関への連絡については，京都府と重複しないよう調整す

る。 

 

【削除】 
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1.1.3 原子力第一防災体制発令の連絡を確認する 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，大飯発電所の原子力防災管理者

（以下「原子力防災管理者」という。）又は京都府から連絡を受けた事項を

確認する。 

 
1.1.4 特定事象発生の連絡を確認し，関係する指定地方公共機関に連絡す

る 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，原子力防災管理者又は京都府

から連絡を受けた事項について，関係する指定地方公共機関に連絡する。

なお，指定地方公共機関への連絡については，京都府と重複しないよう調

整する。 

 

 
 
1.2 特定事象等発生後の応急対策活動情報，被害情報等を連絡する 

 

 

1.2.1 重大なトラブルに関する情報連絡及び原子力第一防災体制発令後

の情報連絡を確認する 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，関西電力（株），原子力防災管

理者又は京都府から連絡を受けた事項を確認する。 

 
1.2.2 特定事象発生後の応急対策活動情報，被害情報等の連絡を行う 

（１）京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，原子力規制委員会（原子

力防災専門官を含む）から情報を得るとともに，関西電力（株）等から連

絡を受けた事項，京都市が行う応急対策活動の状況等を随時連絡するなど，

相互の連絡を密にする。 

（２）京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，指定地方公共機関との間

において，関西電力（株）及び京都府から連絡を受けた事項，京都市が行

う応急対策活動の状況等を随時連絡するなど，連絡を密にする。 

【削除】 

 

 

 

 

1.1.3 施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合，発生情報等を確認し，

関係する指定地方公共機関に連絡する。 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，京都府もしくは関西電力（株）

（大飯発電所の原子力防災管理者）から施設敷地緊急事態発生の連絡を受

けた場合，必要な体制をとり，発生情報等を確認し，関係する指定地方公

共機関に連絡する。なお，指定地方公共機関への連絡については，京都府

と重複しないよう調整する。 

 

 

1.2 施設敷地緊急事態等発生後の応急対策活動情報，被害情報等を連絡

する 

 

1.2.1 情報収集事態，警戒事態発生後の情報連絡を行う。 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，国，京都府，指定地方公共

機関との間において，国，関西電力（株）又は京都府からの連絡事項及び

自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡する。 

 

1.2.2 施設敷地緊急事態発生後の応急対策活動の情報，被害情報等の連

絡を行う 

（１）京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，原子力規制委員会（原

子力防災専門官を含む。）から情報を得るとともに，関西電力（株）等か

ら連絡を受けた事項，京都市が行う応急対応活動の状況等を随時連絡する

など，相互の連絡を密にする。 

（２）京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，指定地方公共機関との

間において，関西電力（株）及び京都府から連宅を受けた事項，京都市が
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（３）京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，京都府との間において，

各々が行う応急対策活動の状況等について相互の連絡を密にする。 

（４）京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，国の現地事故対策連絡会

議との連携を密にする。 

 
 
1.2.3 原子力緊急事態における連絡等（原子力緊急事態宣言後の応急対策

活動情報，被害情報等の連絡）を行う 

（１）京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，国の現地対策本部，京都

府，福井県等，緊急事態応急対策実施区域に係る地方公共団体，指定地方

公共機関，関西電力（株）及びその他関係機関とともに，対策拠点施設に

おいて，施設の状況の把握，モニタリング情報の把握，医療関係情報の把

握，住民避難・屋内退避状況の把握等を担う機能班にそれぞれ職員を配置

することにより，常時継続的に必要な情報を共有するとともに，京都市が

行う緊急事態応急対策について必要な調整を行う。 

（２）京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，対策拠点施設に派遣した

職員に対し，京都市が行う緊急事態応急対策活動の状況，被害の状況等に

関する情報を随時連絡する。 

 
 
 
第２節 活動体制の確立 

 
2.1 警戒態勢を確立する 

 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，警戒事象又は特定事象等の発

生の連絡を受けた場合，速やかに職員の非常参集，情報の収集・連絡体制

の確立等必要な体制をとるとともに，国，京都府及び関西電力（株）等関

係機関と緊密な連携を図りつつ，事故対策のための警戒態勢を確立する。

 

行う応急対策活動の状況等を随時連絡するなど，連絡を密にする。 

（３）京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，京都府との間において，

各々が行う応急対策活動の状況等について相互の連絡を密にする。 

（４）京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，国の現地事故対策連絡

会議との連携を密にする。 

 

1.2.3 全面緊急事態における連絡等（原子力緊急事態宣言後の応急対策

活動情報，被害情報等の連絡）を行う。 

（１）京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，国の現地対策本部，指

定公共機関，京都府，滋賀県，福井県等，緊急事態応急対策実施区域に係

る地方公共団体，指定地方公共機関，関西電力（株）及びその他関係機関

とともに，対策拠点施設において，施設の状況の把握，モニタリング情報

の把握，医療関係情報の把握，住民避難・屋内退避状況の把握等を担う機

能班にそれぞれ職員を配置することにより，常時継続的に必要な情報を共

有するとともに，京都市が行う緊急事態応急対策について必要な調整を行

う。 

（２）京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，対策拠点施設に派遣した

職員に対し，京都市が行う緊急事態応急対策活動の状況，被害の状況等に

関する情報を随時連絡する。 

 
 

第２節 活動体制の確立 

 
2.1 警戒態勢を確立する 

 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，情報収集事態，警戒事態又

は施設敷地緊急事態等の発生の連絡を受けた場合，速やかに職員の非常参

集，情報の収集・連絡体制の確立等必要な体制をとるとともに，国，京都

府及び関西電力（株）等関係機関と緊密な連携を図りつつ，事故対策のた

めの警戒態勢をとる。 
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表 3.2.1 京都市の警戒態勢 

災害の状況 

警戒態勢 

設置する

本部 
本部長 

警戒事

象 

原子力施設等立地道府県において，震

度６弱以上の地震が発生した場合等，

原子力施設等の立地地域及びその周

辺において大規模自然災害又は重要

な故障が発生した場合等，特定事象に

至る可能性がある事故・故障又はこれ

に準ずる事故・故障 

原子力災

害情報連

絡本部 

防災危機

管理室長

重大な

トラブ

ル 

京都府又は関西電力（株）が，大飯発

電所で発生したトラブルで特定事象

に至るおそれがあると認めた事象 

原子力

第一防

災体制 

関西電力（株）が，原災法第 11 条第

１項等に基づき設置している放射線

測定設備において，１マイクロシーベ

ルト／時以上の放射線が検出される

か，そのおそれがある場合に大飯発電

所でとる原子力防災体制 

原子力災

害警戒本

部 

危機管理

監 

特定事

象 

原災法第 10 条に基づき関西電力（株）

が国，関係公共機関への通報を義務付

けられている異常事象 災害対策

本部 
市長 

原子力

緊急事

態宣言 

原災法第 15 条に定める原子力緊急事

態に至った場合に，内閣総理大臣が発

出 

 

 

表 3.2.1 京都市の警戒態勢 

災害の状況 

警戒態勢 

設置する本

部 
本部長 

情報収集事

態 

・原子力施設等立地市町村（お

おい町）で震度５弱又は震度５

強の地震が発生した場合（原子

力施設等立地道府県において

震度が６弱以上であった場合

を除く。） 

原子力災害

情報連絡本

部 

防災危機

管理室長 

警戒事態 

・原子力施設等立地道府県（福

井県）において，震度６弱以上

の地震が発生した場合及び大

津波警報が発令された場合 

・原子力災害対策指針及び大飯

発電所原子力防災業務計画で

定める原子力施設で重要な故

障等が発生した場合 

（原子力災害対策指針の「警戒事態

を判断するＥＡＬの枠組み」に基づ

き，関西電力㈱が大飯発電所防災業

務計画で設定する警戒事態のＥＡ

Ｌの事象が発生した場合をいう。）

原子力災害

警戒本部 

危機管理

監 

施設敷地緊

急事態 

・原子力災害対策指針の「施設

敷地緊急事態を判断するＥＡ

Ｌの枠組み」に基づき，関西電

力㈱が大飯発電所防災業務計

災害対策本

部 
市長 
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2.1.1 警戒事象等発生時の警戒態勢を確立する 

（１）原子力災害情報連絡本部の設置 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，警戒事象又は重大なトラブル

発生の連絡を受けた場合，防災危機管理室長を本部長とする原子力災害情

報連絡本部（以下「情報連絡本部」という。）を設置するとともに，必要に

応じ関係局区連絡会議を開催し，情報の収集，連絡体制の確立等必要な体

制をとる。 

なお，情報連絡本部の所掌事務及び関係局区連絡会議の構成は，表 3.2.2

及び 3.2.3 のとおりとする。 

（２）原子力災害情報連絡本部の閉鎖 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，概ね以下の基準に基づき，情

報連絡本部を閉鎖する。 

画で設定する施設敷地緊急事

態のＥＡＬの事象が発生した

場合 

（原災法第１０条に基づき，関西電

力㈱が国，関係公共機関へ通報を行

うべき事象が発生した場合をい

う。） 

全面緊急事

態・原子力緊

急事態宣言 

・原子力災害対策指針の「全面

緊急事態を判断するＥＡＬの

枠組み」に基づき，関西電力㈱

が大飯発電所防災業務計画で

設定する全面緊急事態のＥＡ

Ｌの事象が発生した場合 

（原災法第１５条の規定により，内

閣総理大臣が原子力緊急事態宣言

を発出する事象をいう。） 

 

 

2.1.1 情報収集事態発生の連絡を受けた場合の警戒態勢を確立する 

（１）原子力災害情報連絡本部を設置する。 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，国からの連絡等により情報

収集事態の発生の連絡を受けた場合，防災危機管理室長を本部長とする原

子力災害情報連絡本部（以下「情報連絡本部」という。）を設置するととも

に，必要に応じ関係局区連絡会議を開催し，情報の収集，連絡体制の確立

等必要な体制をとる。 

なお，情報連絡本部の所掌事務及び関係局区連絡会議の構成は，表 3.2.2

及び 3.2.3 のとおりとする。 

（２）情報連絡本部の閉鎖 

京都市《行財政局（防災危機管理室》は，概ね以下の基準に基づき，情

報連絡本部を閉鎖する。 
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ア 情報連絡本部長が，大飯発電所の事故が終結し，緊急事態応急対

策が完了した又は対策の必要がなくなったと認めるとき 

イ 原子力災害警戒本部又は災害対策本部が設置されたとき 

 

 

2.1.2 原子力第一防災体制発令時の警戒態勢を確立する 

（１）原子力災害警戒本部の設置 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，原子力第一防災体制発令の連

絡を受けた場合，その他市長が必要と認めた場合は，危機管理監を本部長

とする原子力災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）を設置し，職員の

非常参集，情報の収集，連絡体制の確立等必要な体制をとるとともに，そ

の旨を京都府に連絡する。 

なお，警戒本部の構成，所掌事務は表 3.2.4 及び 3.2.5 のとおりとする。

（２）警戒本部の閉鎖 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，概ね以下の基準に基づき,警

戒本部を閉鎖する。 

ア 警戒本部長が，大飯発電所の事故が終結し，緊急事態応急対策が完

了した又は対策の必要がなくなったと認めるとき 

イ 災害対策本部が設置されたとき 

 

 

2.1.3 特定事象発生の連絡を受けた場合の警戒態勢を確立する 

 

（１）災害対策本部の設置 

京都市《本部事務局》は，特定事象発生の連絡を受けた場合，その他市

長が必要と認めた場合は，市長を本部長とする災害対策本部を設置すると

ともに，その旨を京都府に連絡する。 

 

 

（２）災害対策本部の組織，配備体制及び参集方法等 

ア 情報連絡本部長が，大飯発電所の状況等を確認し，安全が確保され

ていると認めるとき 

イ 原子力災害警戒本部又は災害対策本部が設置されたとき 

 

 

2.1.2 警戒事態発生の連絡を受けた場合の警戒態勢を確立する。 

（１）原子力災害警戒本部を設置する。 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，警戒事態発生の連絡を受け

た場合，その他市長が必要と認めた場合は，危機管理監を本部長とする原

子力災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）を設置し，職員の非常参集，

情報の収集，連絡体制の確立等必要な体制をとるとともに，その旨を京都

府に連絡する。 

 なお，警戒本部の構成，所掌事務は表 3.2.4 及び 3.2.5 のとおりとする。 

（２）警戒本部の閉鎖 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，概ね以下の基準に基づき，警戒

本部を閉鎖する。 

ア 警戒本部長が，大飯発電所の事故等が終結し，緊急事態応急対策が

完了した又は対策の必要がなくなったと認めるとき 

イ 災害対策本部が設置されたとき 

 

 

2.1.3 施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合，及び全面緊急事態が

発生し内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合の警戒事態を

確立する 

（１）災害対策本部の設置 

京都市《行財政局（防災危機管理室）》は，施設敷地緊急事態発生の通報

を受けた場合又は内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合の

ほか市長が必要と認めた場合は，市長を本部長とする災害対策本部を設置

するとともに，その旨を京都府に連絡する。 

（２）災害対策本部の組織，配備体制及び参集方法等 
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災害対策本部の組織，運営の方法，配備体制，所掌事務等は，京都市災害

対策本部条例及び京都市災害対策本部要網の定めるところによるほか，表

3.2.6 のとおりとする。 

（３）他の災害対策本部との連携 

京都市《本部事務局》は，複合災害が発生した場合において，対策本部

が複数設置された場合は，重複する要員の所在調整，情報の収集・連絡・

調整のための要員の相互派遣，合同会議の開催等に努める。 

（４）災害対策本部の閉鎖 

京都市《本部事務局》は，概ね以下の基準に基づき，災害対策本部を閉

鎖する。 

ア 原子力緊急事態解除宣言がなされたとき 

イ 災害対策本部長が，大飯発電所の事故が終結し，緊急事態応急対策

が完了した又は対策の必要がなくなったと認めるとき 

 

 

 

 

 

 

（５）情報の収集 

京都市《本部事務局》は，特定事象等発生の連絡を受けた場合，原子力

防災専門官，京都府，関西電力（株）等から情報等を得るとともに，国と

の連携を図り，事故状況の把握に努める。 

（６）対策拠点施設の設営準備への協力 

京都市《本部事務局》は，警戒事象又は特定事象等発生の連絡を受けた場

合，京都府と連携し，直ちに対策拠点施設の設営準備への協力を行う。 

 

（７）現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

京都市《本部事務局》は，国が現地事故対策連絡会議を対策拠点施設にて

開催し，これに京都市の職員の派遣要請があった場合には，あらかじめ定

災害対策本部の組織，運営の方法，配備体制，所掌事務等は，京都市災害

対策本部条例及び京都市災害対策本部要網の定めるところによるほか，表

3.2.6 のとおりとする。 

（３）他の災害対策本部との連携 

京都市《本部事務局》は，複合災害が発生した場合において，対策本部が

複数設置された場合は，重複する要員の所在調整，情報の収集・連絡・調

整のための要員の相互派遣，合同会議の開催等に努める。 

（４）災害対策本部の閉鎖 

京都市《本部事務局》は，概ね以下の基準に基づき，災害対策本部を閉鎖

する。 

ア 原子力緊急事態解除宣言がなされたとき 

イ 災害対策本部長が，大飯発電所の事故が終結し，緊急事態応急対策

が完了した又は対策の必要がなくなったと認めるとき 

 

 

2.2 緊急事態応急対策に備える 

 

2.2.1 警戒事態又は施設敷地緊急事態発生の連絡・通報を受けた場合，

以下の応急対策に努め，緊急事態応急対策に向けての準備を行う 

（１）情報の収集 

京都市《本部事務局》は，警戒事態又は施設敷地緊急事態発生の連絡を

受けた場合，原子力防災専門官，京都府，関西電力（株）等から情報等を

得るとともに，国との連携を図り，事故状況の把握に努める。 

（２）対策拠点施設の設営準備への協力 

京都市《本部事務局》は，警戒事態又は施設敷地緊急事態発生の連絡を

受けた場合，京都府と連携し，直ちに対策拠点施設の設営準備への協力を

行う。 

（３）現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

京都市《本部事務局》は，国が現地事故対策連絡会議を対策拠点施設に

て開催し，これに京都市の職員の派遣要請があった場合には，あらかじめ
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めた職員を対策拠点施設に派遣する。 

（８）国等との情報の共有等 

京都市《本部事務局》は，派遣された職員に対し，京都市が行う応急対策

の状況，緊急事態応急対策の準備状況等について随時連絡するなど当該職

員を通じて国等との連絡・調整，情報の共有を図る。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 原子力災害合同対策協議会等に出席し初動活動に従事させる 

2.2.1 京都市《本部事務局》は，原子力緊急事態宣言が発出され，対策拠

点施設において原子力災害合同対策協議会が組織されることとなった場合

は，あらかじめ定めた職員をこれに出席させ，原子力緊急事態に関する情

報を交換し，緊急事態応急対策の実施に向けた調整を行う。 

また，京都市《本部事務局》は，あらかじめ定めた職員を対策拠点施設に

派遣し，初動の緊急避難における周辺地域での活動体制を確立するととも

に，施設の状況の把握，モニタリング情報の把握，医療関係情報の把握，

住民避難・屋内退避の状況の把握等の活動に従事させる。 

 

 
2.3 専門家の派遣を要請する。 

2.3.1 京都市《本部事務局》は，特定事象等発生の連絡がなされた場合，

必要に応じ，あらかじめ定めた手続きに従い，国に対して専門家の派遣を

要請する。 

 

定めた職員を対策拠点施設に派遣する。 

（４）国等との情報の共有等 

京都市《本部事務局》は，派遣された職員に対し，京都市が行う応急対

策の状況，緊急事態応急対策の準備状況等について随時連絡するなど当該

職員を通じて国等との連絡・調整，情報の共有を図る。 

（５）専門家の派遣を要請する 

京都市《本部事務局》は，施設敷地緊急事態発生の連絡がなされた場合，

必要に応じ，あらかじめ定めた手続きに従い，国に対して専門家の派遣を

要請する。 

 

 

2.3 緊急事態応急対策の実施 （原子力緊急事態宣言が発出された場合

の対策等） 

 

2.3.1 原子力災害合同対策協議会等に出席し初動活動に従事させる 

 

京都市《本部事務局》は，原子力緊急事態宣言が発出され，対策拠点施

設において原子力災害合同対策協議会が組織されることとなった場合は，

あらかじめ定めた職員をこれに出席させ，原子力緊急事態に関する情報を

交換し，緊急事態応急対策の実施に向けた調整を行う。 

また，京都市《本部事務局》は，あらかじめ定めた職員を対策拠点施設に

派遣し，初動の緊急避難における周辺地域での活動体制を確立するととも

に，施設の状況の把握，モニタリング情報の把握，医療関係情報の把握，

住民避難・屋内退避の状況の把握等の活動に従事させる。 

 

 

 

 

 

 

「（５）専門家の派遣を要請する」については，

ｐ１０（2.3）から記載場所を移行 
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第３節 住民等に対する事故発生及び避難指示等の連絡 

 

3.1 住民等に対して事故発生及び避難指示等を連絡する 

3.1.1 多様な通信手段を駆使し，正確でわかりやすい情報を迅速かつ定期

的に伝達する 

京都市《本部事務局》は，京都府，大飯発電所等から警戒事象，重大な

トラブル，原子力第一防災体制又は特定事象発生の連絡を受けた場合は，

多様なメディア等の使用可能な手段を駆使して，住民等に対し正確な情報

提供を迅速に，かつ，わかりやすい内容で行う。また，住民等に対する情

報は，下記の項目について定期的に繰り返し伝達する。 

（１）異常事態が生じた施設名及び発生時刻並びに異常事態の内容 

（２）空間放射線量率の計測値等の周辺環境状況及び今後の予測 

（３）地域に応じた住民のとるべき行動についての指示 

 

3.1.2 屋内退避又は避難の勧告又は指示等の連絡及び注意喚起を行う 

（１）屋内退避の準備 

京都市《本部事務局》は，大飯発電所における事態が次のいずれかに該当

した場合は，市域のＵＰＺ内における予防的防護措置として，屋内退避の

準備を行う。 

ア ＥＡＬに基づく施設敷地緊急事態に至った場合 

イ 特定事象（原災法第１０条事象）発生時において，国の指示があっ

た場合 

ウ その本部長が必要と認めた場合 

（２）屋内退避の実施等 

 

京都市《本部事務局》は，大飯発電所における事態が次のいずれかに該

当した場合は，市域のＵＰＺ内における予防的防護措置として，屋内退避

を行うこととし，ＵＰＺ内の住民等にその旨を伝達するとともに，ＵＰＺ

外の住民等に対し，必要に応じて屋内退避を行う可能性がある旨の注意喚

起を行う。 

第３節 住民等に対する事故発生及び避難指示等の連絡 

 

3.1 住民等に対して事故発生及び避難指示等を連絡する 

3.1.1 多様な通信手段を駆使し，正確でわかりやすい情報を迅速かつ定期

的に伝達する 

京都市《本部事務局》は，国，京都府，関西電力（株）（大飯発電所の

原子力防災管理者を含む）等から警戒事態，施設敷地緊急事態発生の連絡

を受けた場合は，多様なメディア等の使用可能な手段を駆使して，住民等

に対し正確な情報提供を迅速に，かつ，わかりやすい内容で行う。また，

住民等に対する情報は，下記の項目について定期的に繰り返し伝達する。 

（１）異常事態が生じた施設名及び発生時刻並びに異常事態の内容 

（２）空間放射線量率の計測値等の周辺環境状況及び今後の予測 

（３）地域に応じた住民のとるべき行動についての指示 

 

3.1.2 屋内退避又は避難の勧告又は指示等の連絡及び注意喚起を行う 

（１）施設敷地緊急事態発生時におけるＵＰＺ内住民の屋内退避の準備 

京都市《本部事務局》は，大飯発電所における事態が次のいずれかに

該当した場合は，市域のＵＰＺ内における予防的防護措置として，屋内

退避の準備を行う。 

ア ＥＡＬに基づく施設敷地緊急事態が発生した場合において，国の

要請があった場合 

 

イ その他本部長が必要と認めた場合 

（２）全面緊急事態発生時におけるＵＰＺ内住民の屋内退避の実施及びＵ

ＰＺ外住民への注意喚起等 

京都市《本部事務局》は，大飯発電所における事態が次のいずれかに該

当した場合は，市域のＵＰＺ内における防護措置として，屋内退避を行う

こととし，ＵＰＺ内の住民等にその旨を伝達するとともに，ＵＰＺ外の住

民等に対し，必要に応じて屋内退避を行う可能性がある旨の注意喚起を行

う。 
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ア ＥＡＬに基づく全面緊急事態※に至った場合 

 

 

イ 内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言（原災法第１５条事象）を発

出した場合 

ウ その他本部長が必要と認めた場合 

 
 
 
 

 

ア ＥＡＬに基づく全面緊急事態※に至ったことにより，内閣総理大

臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合（緊急事態宣言を発出し，

必要な防護措置を指示した場合） 

 

 

イ その他本部長が必要と認めた場合 

 

 
 
 

 
 
 


